
 

報道資料 

令和８年（2026年）３月 30日 
 

熊本連携中枢都市圏ビジョン（素案）に関する 

パブリックコメント結果について 
 

 

 

記 

 

意見募集期間      令和８年（2026年）1月 21日（水） 

～令和 8年（2026年）２月 20日（金） 

  

 意見提出人数及び件数  １人、２件 

 

意見募集結果公表期間  令和８年（2026年）３月 31日（火） 

～令和 8年（2026年）４月 30日（木） 

 

公表する内容      提出された意見と、それに対する市の考え方 

 

 公表方法        熊本市ホームページ掲載 

             市役所政策企画課での縦覧 

 

【お問い合わせ先】 

政策局 総合政策部 政策企画課 

電話 ：096-328-2035 

課長 ：松永 直樹 

副課長：首藤 浩之 

担当 ：主幹兼主査 田渕 伸也 

熊本連携中枢都市圏ビジョン（素案）に対するパブリックコメントの結果につい

て、下記のとおり公表するもの。 



 

 

様式第 2号（第 5条関係）別紙 

提出されたご意見とそれに対する本市の考え方 

 

 項目 ご意見等の内容 本市の考え方 対応内訳 

素案全体に関

すること 

近隣市町村の住民や事業者の目線

で見ると、ビジョンの記載は広域的・

制度的な表現が中心であり、取組の

成果が、各市町村の暮らしの改善と

してどのように実感できるのかが分

かりにくいと感じる。 

特に、圏域連携の推進については、

機能や人の流れが熊本市に集約さ

れ、近隣市町村はその受け皿や通過

点になるのではないかという不安も

ある。 

連携が集中や集約を進めるもので

はなく、それぞれの市町村が持つ生

活や役割が維持・向上していく形に

なることが重要である。 

本ビジョンでは、各市町村の暮らし

の改善に向けた「圏域全体の生活関連

機能サービスの向上」等を推進すると

ともに、圏域市町村がそれぞれの個性

と特性に磨きをかけ、魅力を高めるこ

とを目指しており、その旨記載してお

りますが、ご意見を踏まえ、さらに関係

箇所を以下のとおり修正します。 

P33（第２章 ２（２）） 

「また、人口減少下においても、住民が

「豊かさ」を実感できるように、持続可

能な形で圏域住民の暮らしを支えてい

くためには、それぞれの市町村が有す

る資源を相互に融通し合い、共同で活

用していくことにより、生活関連機能

サービスの向上を図り、圏域全体の活

性化や魅力向上を図ることも重要であ

る。」 

対応１（補

足修正） 

第2章 圏域

の中長期的な

将来像 

２ 圏域の将

来像 

DX の推進については、小規模事

業者や高齢者の中には、日々の生活

や事業継続に追われ、新たな仕組み

を導入・活用する余裕や相談先がな

く、負担に感じている人も少なくな

い。制度や仕組みを整備するだけで

なく、年齢を重ねても使いやすく、

身近に相談できる支援の在り方が重

要であると考える。 

ご意見のとおり、DXの推進にあたっ

ては、小規模事業者や高齢者を含め、誰

もがその効果を実感できるよう配慮し

た取組が必要であり、いわゆる「デジタ

ルデバイド」（デジタル技術を扱うこと

ができる人とできない人との間に生じ

る格差）の解消に向けた取組も必要で

す。 

そこで、ご意見を踏まえ、関係箇所に以

下のとおり追記します。 

P33（第２章 ２（２）） 

「その検討に当たっては、デジタルデ

バイドへの対応も含め、誰もがその効

果を実感できるよう十分配慮する。」 

対応１（補

足修正） 

 


